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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の方向に沿って複数のキャビティを整列して配置し、隣接するキャビティの間をラ
ンナーを介して互いに連通した金型を用意する工程と、
　前記金型にリードフレームを配置し、前記リードフレームに含まれるアイランド、前記
アイランドの近傍に一端が配置されたリード、前記アイランドに固着された半導体素子お
よび前記リードと前記半導体素子とを接続する金属細線を各々の前記キャビティに収納す
る工程と、
　前記ランナーを介して前記複数のキャビティに封止樹脂を注入し、前記アイランド、前
記リード、前記半導体素子および前記金属細線を前記封止樹脂で封止する工程と、を具備
する半導体装置の製造方法に於いて、
　前記封止する工程では、一のキャビティから前記一のキャビティの排出口を経由して前
記ランナーに排出された前記封止樹脂を、前記ランナーから前記一のキャビティに隣接す
る他のキャビティの注入口を経由して前記他のキャビティに注入するとともに、
　平面視において、前記キャビティの排出口と注入口とを前記一方向に対して右または左
のどちらか偏った位置に交互に配置し、
　断面視において、前記排出口を前記注入口よりも上方に配置したことを特徴とする半導
体装置の製造方法。
【請求項２】
　前記キャビティには前記ランナーを介して連通した第１キャビティと第２キャビティが
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含まれ、
　平面視で、前記第１キャビティの前記排出口は前記キャビティの右または左のどちらか
一方に偏った位置に配置され、
　平面視で、前記第２キャビティの前記排出口は前記キャビティの右または左のどちらか
他方に偏った位置に配置され、
　前記第１キャビティと前記第２キャビティを通過する前記封止樹脂は蛇行しながら注入
されることを特徴とする請求項１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　前記封止樹脂が硬化した後、前記金型から前記半導体装置を取り出し、前記ランナーに
充填された前記封止樹脂を取り除き、前記半導体装置の側面に切除痕を設けることを特徴
とする請求項１または請求項２に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　前記アイランドは、前記注入口に接近する第１側辺と、前記第１側辺に対向して前記排
出口に接近する第２側辺と、前記第１側辺とは交差してなる第３側辺と、前記第３側辺に
対向する第４側辺とを有し、
　前記リードフレームには、前記アイランドの前記第１側辺および前記第２側辺と連続す
る保持リードが含まれ、
　金属細線が接続される前記リードの一端は、前記アイランドの前記第３側辺および前記
第４側辺の近傍に配置されることを特徴とする請求項１から請求項３の何れかに記載の半
導体装置の製造方法。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は半導体装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体装置の製造工程は、半導体ウェハに所望の素子を組み込む前工程と、半導体ウェ
ハを分割して得られた半導体素子をパッケージングする後工程とに大別される。そして、
後工程には、半導体素子を樹脂封止する工程がある。
【０００３】
　この封止工程を図７を参照して説明する。この封止工程は、図７に示す様にアイランド
１０６の裏面に樹脂を回りこませる事が要因で、樹脂圧のバランスが崩れ、色々な不具合
が発生する場合がある。この点について以下に説明する。
【０００４】
　例えば図５に示すスルーゲート方式は、ポット４２からランナー４４を介して複数のキ
ャビティが直列に接続されている。これは、キャビティ間の距離を短くできる事から、消
費されるモールド樹脂を大幅に削減でき、金型単位面積当たりの素子数の増加も可能とな
り生産効率の向上も可能となる優れた方法である。これは、例えば特開平１－２０５４３
２号公報、佐伯準一らにより報告されている。
【０００５】
　図７は、この方式に於いて、二つのキャビティの間を図示したものである。図７（Ａ）
を参照して、モールド金型には複数のキャビティ１００Ａ、１００Ｂが設けられており、
キャビティ１００Ａとキャビティ１００Ｂとはランナー１０２を経由して連通している。
各キャビティ１００Ａ、１００Ｂには、上面に半導体素子１０４が実装されたアイランド
１０６が収納されている。
【０００６】
　図７（Ｂ）を参照して、次に、各キャビティ１００Ａ、１００Ｂに封止樹脂１１０を注
入する。具体的には、キャビティ１００Ａの左側に、不図示のポッドが連続しており、ポ
ッドから供給された液状の樹脂は、先ず、キャビティ１００Ａに注入され、次にランナー
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１０２を経由してキャビティ１００Ｂに供給される。この図では、封止樹脂１１０の流れ
を太い矢印にて示している。キャビティ１００Ａに注入された封止樹脂１１０は、一部が
アイランド１０６の下方に注入され、残りの部分がアイランド１０６の上方に注入される
。尚、アイランド１０６の裏面に薄く樹脂が入るため、どうしてもアイランド１０６が上
方に押し上げられるため、押さえピンＰが設けられている。これは、例えば、ＴＯ２２０
のパッケージでは、図５に示す丸×で示した部分に設けられている。
【０００７】
　更に、上記したモールド金型を使用した樹脂封止の方法は、例えば以下の特許文献１に
記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
　特開２００４－１５８５３９号公報
　特開平１－２０５４３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、このスルーゲート方式に於いて、ランナー１０２の取り付け位置を調整する
ことで、信頼性の高い製品を提供できるものである。
【００１０】
　しかしながら、上記した封止樹脂の注入方法では、キャビティ１００Ａに注入された樹
脂の注入圧力によりアイランド１０６が移動してしまう問題があった。
【００１１】
　具体的には、図７（Ｂ）を参照して、ゲートＧ２からキャビティ１００Ａに入った樹脂
１１０は、断面的に説明すれば、アイランド１０６の裏面と下金型の間に入っていく樹脂
と、アイランド１０６の表面と上金型の間に向かって注入される樹脂の二つにおおよそ大
別できる。そしてアイランド１０６の裏面と下金型との間は、体積が少ないため、先に充
填され、その樹脂は、アイランド１０６に上向きに力を加える。しかしピンＰがあるため
、上昇は抑えられる。
【００１２】
　一方、アイランド１０６の表面と上金型の間の樹脂は、体積が多い事から、遅れて充填
されていく。しかし、このゲートＧ２、Ｇ１は、アイランドの裏面に充填させることから
、アイランド１０６の配置位置または若干下に配置されるため、充填された樹脂は、排出
口Ｇ１に向かって下降し、結局下向きの矢印ＡＬ１如く、アイランドの右端に下向きの力
が働く。つまり図７（Ｂ）に於いて、左のピンＰの当接点を支点とし、アイランド１０６
の右側が下方に下降する。
【００１３】
　この様になると、アイランド１０６の裏面を被覆する封止樹脂１１０の厚みが薄くなり
、所定の耐圧が得られなくなる恐れがある。また耐湿性の悪化にも繋がる。
【００１４】
　また図７（Ｃ）は、一般のＩＣパッケージを説明するもので、これもアイランド１０６
Ａの裏面に樹脂が充填されるものである。この場合、図７（Ｂ）と同様の樹脂の動きがあ
り、Ｇ１に近い所の金属細線ＦＷは、樹脂圧で下方に押し下げられて変形し、ひどい場合
チップの角に接触することもあった。またインナーリードが変形することもあった。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の半導体装置の製造方法は、第１の方向に沿って複数のキャビティを整列して配
置し、隣接するキャビティの間をランナーを介して互いに連通した金型を用意する工程と
、前記金型にリードフレームを配置し、前記リードフレームに含まれるアイランド、前記
アイランドの近傍に一端が配置されたリード、前記アイランドに固着された半導体素子お
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よび前記リードと前記半導体素子とを接続する金属細線を各々の前記キャビティに収納す
る工程と、前記ランナーを介して前記複数のキャビティに封止樹脂を注入し、前記アイラ
ンド、前記リード、前記半導体素子および前記金属細線を前記封止樹脂で封止する工程と
、を具備する半導体装置の製造方法に於いて、前記封止する工程では、一のキャビティか
ら前記一のキャビティの排出口を経由して前記ランナーに排出された前記封止樹脂を、前
記ランナーから前記一のキャビティに隣接する他のキャビティの注入口を経由して前記他
のキャビティに注入するとともに、平面視において、前記キャビティの排出口と注入口と
を前記一方向に対して右または左のどちらか偏った位置に交互に配置し、断面視において
、前記排出口を前記注入口よりも上方に配置したことを特徴とする。
 
 
 
【発明の効果】
【００１６】
　図６を参照して説明すれば、キャビティ３６Ａの中の樹脂は、後からアイランド１２と
上型の間を埋めていく。その際、排出口Ｐ１に近い所では、樹脂の量が多い事から、アイ
ランド１２に下向きの力が働く。しかしこの排出口Ｐ１の位置をアイランドよりも上方、
更に言えば、ゲートＰ１の位置よりも更に上方に位置させることで、圧力を加える樹脂の
量を積極的に次のキャビティへと送出できる。よってこの分の樹脂の圧力が減少すること
で、アイランド１２の傾きを減らすことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の半導体装置の製造方法を説明する図である。
【図２】本発明により製造される半導体装置を示す図であり、（Ａ）は平面図であり、（
Ｂ）は断面図である。
【図３】本発明の半導体装置の製造方法を示す図であり、（Ａ）は平面図であり、（Ｂ）
は拡大された平面図である。
【図４】本発明の半導体装置の製造方法を示す平面図である。
【図５】本発明の半導体装置の製造方法を示す平面図である。
【図６】本発明の半導体装置の製造方法を示す図である。
【図７】背景技術の半導体装置の製造方法における樹脂封止の工程を示す図である。
【図８】本発明の半導体装置を説明する図である。
【図９】本発明の半導体装置の製造方法に用いるリードフレームの図である。
【図１０】本発明の半導体装置の製造方法を示す平面図である。
【図１１】本発明の半導体装置を説明する図である。
【図１２】本発明の半導体装置の製造方法に用いるリードフレームの図である。
【図１３】本発明の半導体装置を説明する図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　では、本発明の説明をしていく。まずは、基本的な原理について図１を参照して説明す
る。図１は、モールド金型の断面を説明する概略図であり、平面図を（Ｂ）に、（Ｃ）は
、樹脂の流れについて具体的に説明したもので、（Ｄ）は、金型から取り出した半導体装
置を示し、特に出入り口のゲートの切断跡を示すものである。
【００１９】
　金型は、上金型ＵＤと下金型ＬＤで構成され、両者が合わさってキャビティ３６Ａ、３
６Ｂ、・・・が形成される。この複数のキャビティは、ポット４２からランナーを介して
直列に接続される。そしてポットに収納されたタブレットがプランジャーにより加熱・加
圧され、融けた樹脂がポット４２から、ランナー４２、キャビティ３６Ａ、ランナー３８
、キャビティ３６Ｂ・・・と流れていく。
【００２０】
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　ポット４２からの樹脂の流れ、またキャビティの接続方向は、図１（Ｂ）に示した。こ
こでは、ポット４２を中心に接続されたキャビティ列は、２本でコの字の形状になってい
る。しかしキャビティ列の本数も少なくとも一本あれば良く、１本のキャビティ列に於い
て、キャビティの数も複数であれば良い。更に、平面的な配置も、ポットを中心に放射状
でも良い。
【００２１】
　図１（Ｃ）は、本発明のポイントを示すものである。つまりキャビティの間のランナー
（スルーゲートとも言う）は、従来は、水平に配置されるが、本発明は斜めに配置される
。具体的には、第１のキャビティ３６Ａを断面的に見て、樹脂の注入口Ｐ２の位置（高さ
）よりも樹脂の排出口Ｐ１の位置（高さ）を高く設けることである。キャビティ３６Ａと
キャビティ３６Ｂの間のランナーで見れば、左側の排出口Ｐ１の方が右側の注入口Ｐ２よ
りも高く設けられ、樹脂の流れに対して、流れの手前よりも先が下になる斜め配置になる
。
【００２２】
　図１（Ｄ）の様に、個別モールドされた半導体装置１０を上面、裏面、４側面の６面体
として仮定し、その対向する側面に形成されるゲート跡Ｐ２、Ｐ１は、その位置が異なり
、注入口Ｐ２の高さよりも排出口Ｐ１の高さの方が高く形成される。
キャビティ３６Ａは、アイランド１２が図示され、キャビティ３６Ｂは、リードＬが図示
されている。本来この二つのキャビティには、同じものが封止されるが、ここでは図面の
都合上、別のものを示した。
【００２３】
　この二つのタイプは、図２で示すＴＯ２２０の如きディスクリート型のパッケージ、そ
して図８で示すＩＣパッケージで良い。
両方ともにアイランドを有し、そのアイランドの裏面が封止されるタイプである。よって
アイランド１２の裏面と下金型ＬＤの間は、その隙間が狭く、未充填部分が無いようにす
るためにも、注入口Ｐ２は、アイランド１２の高さとほぼ同等か、または±１００μｍの
間に位置する。また隙間が裏面にあると言う事は、その厚さ分変動し易いと言う事になる
。
【００２４】
　よって樹脂の排出口Ｐ１をＰ２の高さよりも高くする。またはＰ１をアイランド１２の
高さよりも高い位置に設ければ、樹脂圧による変動が抑止できる。つまり樹脂がアイラン
ドに圧力を加える手前で、樹脂を排出できるため、アイランドの水平度を維持できる。ま
たインナーリードＬの夫々がほぼ同位置にできる。またインナーリードＬに接続される金
属細線の変形も抑止できる。
【実施例１】
【００２５】
　図２を参照して、実施例１について説明する。図２（Ａ）は半導体装置１０を示す平面
図であり、図２（Ｂ）は図（Ａ）のＢ－Ｂ’線に於ける断面図である。
【００２６】
　半導体装置１０は、アイランド１２の裏面に樹脂が被覆されるディスクリート型のトラ
ンジスタであり、例えば３端子型のパッケージ、ＴＯ２２０等のパッケージである。この
半導体装置１０は、アイランド１２と、アイランド１２の上面に実装された半導体素子２
０と、外部接続端子として機能するリード１４と、これらを一体的に被覆して機械的に支
持する封止樹脂１６とを主要に備えた構成となっている。リード１４Ｂは、アイランド１
２と一体で延在され、電流の流出側（または流入側）電極となり、リード１４Ａおよび１
４Ｃは、一方が制御電極、他方が電流の流入側（または流出側）電極となる。具体的には
、半導体素子２０は、ＢＩＰ型のＴｒ、ＭＯＳ型のＴｒ、ＩＧＢＴ、ＧＴＢＴ等であり、
１４Ｂ、１４Ａ、１４ＢＣが、コレクタ、ベース、エミッタであり、ソース、ゲート、ド
レインなどと成る。
【００２７】
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　パッケージの形状は、図１３に示すもので、大まかに述べると、アイランド１２と、ア
イランド１２と一体のリード１４Ｂと、前記リード１４Ｂの両側に位置し、前記アイラン
ド１２とは別体でなるリード１４Ａ、１４Ｃと、アイランド１２に設けられた半導体素子
２０と、前記半導体素子と前記リード１４Ａ、１４Ｂとつなぐ金属細線２４と、前記アイ
ランド１２裏面の少なくとも一部を覆い、アイランド表面、半導体素子、金属細線を被覆
する封止樹脂からなるものである。
【００２８】
　そして図１３（Ａ１）、（Ａ２）は、上面および側面図で、絶縁樹脂の外形が６面体で
、アウターリード部が樹脂パッケージが露出するものである。また図１３（Ｂ１）、（Ｂ
２）は、絶縁樹脂の外形が６面体で、アイランド１２の頭部が樹脂パッケージから露出し
、アウターリード部が樹脂パッケージが露出するものである。更に図１３（Ｃ１）、（Ｃ
２）は、図２と実質同形状で、図１３（Ｂ１）の露出したアイランドが薄く絶縁樹脂で被
覆されているものである。またネジ止め等も必要により設けられている。
【００２９】
　一例として、ＴＯ２２０で説明すれば、アイランド１２は、厚みが０．５ｍｍ～０．６
ｍｍ程度の銅を主材料とした金属から成り、エッチング加工やパンチング加工により成形
したものである。アイランド１２は、例えば縦×横＝１２．０ｍｍ×１４．０ｍｍ程度の
矩形であり、紙面上における上側の側辺を半円形に切り欠いた形状となっている。この様
に切り欠いた形状を呈した部分には、固定用のビスが通される貫通孔２２が形成される。
アイランド１２下側の側辺の中央部からは、一体で外部に連続してリード１４Ｂが延在し
ている。図２（Ｂ）を参照すると、アイランド１２を外部と絶縁させるために、アイラン
ド１２の裏面（下面）は封止樹脂１６により被覆されている。また、アイランド１２の裏
面を被覆する封止樹脂１６の厚みは非常に薄いので、半導体素子２０が動作することによ
り発生する熱は、アイランド１２および薄い封止樹脂１６を経由して良好に外部に放出さ
れる。
【００３０】
　リード１４は、内蔵された半導体素子２０とインナーリード部で電気的に接続され、一
部が外部に、アウターリードとして露出して外部接続端子として機能している。また、半
導体装置１０が実装基板等に実装される際には、リード１４の先端部を実装基板に設けた
孔に挿入することにより差込実装される。また面実装用として、図１３（Ｄ）に示す様に
アウターリード部でＺ字の形状に折り曲げられることもある。
【００３１】
　半導体素子２０としては、裏面に主電極を備えた半導体素子であり、具体的には、ＭＯ
ＳＦＥＴ（Ｍｅｔａｌ－Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｅｆｆ
ｅｃｔ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）、バイポーラトランジスタ、ＩＧＢＴ（Ｉｎｓｕｌａｔ
ｅｄ　Ｇａｔｅ　Ｂｉｐｏｌａｒ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）が採用される。一例として、
ＭＯＳＦＥＴが半導体素子２０として採用されると、下面のドレイン電極が導電性固着材
を介してアイランド１２の上面に接続され、上面のゲート電極は金属細線２４を経由して
リード１４Ａと接続され、上面のソース電極は金属細線２４を経由してリード１４Ｃと接
続される。
【実施例２】
【００３２】
　図３から図６を参照して、次に、半導体装置の製造方法を説明する。
【００３３】
　図３（Ａ）を参照して、リードフレーム５０の外形は短冊形状であり、枠状の外枠５２
の内部に複数個のユニット５６がマトリックス状に形成されている。
図３（Ｂ）は図３（Ａ）を部分的に拡大して示す平面図である。ここでは、上側の外枠５
２と下側の外枠５２とを連続させるように、タイバー５８が延在している。紙面上では、
左側にユニット５６Ａ－５６Ｄが一列に配置されてタイバー５８により連結され、右側に
ユニット５６Ｅ－５６Ｈが一列に配置されてタイバー５８により連結されている。各ユニ
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ットは、アイランド１２と、リード１４Ａ、１４Ｂ、１４Ｃから成る。そして、リード１
４Ａ、１４Ｃの一端はアイランド１２に接近すると共に、リード１４Ｂはアイランド１２
と一体的に導出している。ユニット５６Ａのリード１４Ａ、１４Ｂ、１４Ｃの中間部およ
び端部は、タイバー５８と連続している。同様に、他のユニット５６Ｂ－５６Ｄもタイバ
ー５８と連続している。また、右側に一列に配置されるユニット５６Ｅ－５６Ｈのリード
もタイバー５８により連結されている。ここで、横方向に隣接するユニットのリードは、
千鳥状に配置されても良い。この場合は、例えば、ユニット５６Ａのリード１４Ａ－１４
Ｃと、ユニット５６Ｅのリード１４Ａ－１４Ｃが対向して千鳥状に配置される。
【００３４】
　どちらにしても、アイランド１２は、細い首であるリード１４Ｂで支えられていること
になる。そのため、後の工程の樹脂注入で圧力が加わると変形が発生することに成る。
【００３５】
　図４を参照して、次に、各ユニットに半導体素子２０を接続する。ユニット５６Ａを参
照すると、アイランド１２の上面に半導体素子２０を実装する。半導体素子２０は、半田
またはＡｇペースト等の導電性の固着材を用いた接続または共晶結合により、裏面の電極
がアイランド１２の上面に電気的に接続される。また、半導体素子２０の上面の電極は、
金属細線２４を経由してリード１４Ａおよびリード１４Ｃに接続される。ここで、金属細
線２４に替えて、銅やＡｌなどの金属から成る板状の金属接続板が使用されても良い。
【００３６】
　次に、各ユニットを個別に樹脂封止する。図５（Ａ）を参照して、本工程では、各ユニ
ットを個別にキャビティ３６に収納させて、射出成形を行っている。１つのキャビティ３
６Ａには、アイランド１２、半導体素子２０、リード１４Ａ、１４Ｂ、１４Ｃの一部が収
納される。そして、キャビティの側面に設けたゲートＰ２から、液状の封止樹脂をキャビ
ティ３６の内部に注入し、加熱硬化することにより、樹脂封止の工程が行われる。ここで
は、紙面上にて左側にキャビティ３６Ａ－キャビティ３６Ｄが整列して配置されており、
これらのキャビティはランナー３８を経由して連通している。この様なランナーは、スル
ーゲートとも称されている。また、紙面上にて右側にキャビティ３６Ｅ－３６Ｈが整列し
て配置されており、これらのキャビティもランナー３８を経由して連通している。また、
これらのキャビティには、ランナー４４を経由してポッド４２が接続しており、樹脂封止
時にはポッド４２から液状の封止樹脂がこれらのキャビティに順次供給される。
【００３７】
　図５（Ｂ）は、蛇行させたもので、図５（Ａ）のキャビティ３６Ａ、３６Ｂの所を取り
上げている。つまりランナー４４からキャビティ３６Ａにつながる注入口Ｐ２がキャビテ
ィ側面の右側（または左側）にあったら、排出口Ｐ１は、対向する側面の左側に設けられ
る。そしてキャビティ３６Ｂでは、注入口Ｐ２がキャビティ側面の左側（または右側）に
、排出口Ｐ１は、対向する側面の右側（または左側）に設けられ、樹脂は蛇行して流れる
様にしても良い。
【００３８】
　これは、図５（Ａ）または図５（Ｂ）のどちらでも良い。
【００３９】
　図６（Ａ）を参照して、本工程にて用いられるモールド金型３０の構成を説明する。モ
ールド金型３０は、上金型３２と下金型３４とからなり、両者を当接することによりキャ
ビティ３６Ａ－３６Ｅおよびランナー３８が構成されている。金型３４にはポッド４２が
設けられており、固形状の樹脂から成るタブレットをポッド４２に収納して加熱溶融した
後に、溶融した封止樹脂をプランジャー４０にて加圧することにより、封止樹脂が各キャ
ビティに供給される。具体的には、ポッド４２から供給される封止樹脂の流れの上流側か
ら、キャビティ３６Ａ、３６Ｂ、３６Ｃ、３６Ｄ、３６Ｅの順番で、ポッド４２から液状
の封止樹脂が供給される。上記したように、各キャビティはランナー３８を介して連通し
ている。
【００４０】
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　図６（Ｂ）を参照して、各キャビティ３６Ａ、３６Ｂの内部には、半導体素子２０が上
面に固着されたアイランド１２が収納される。そして、アイランド１２の上面には、上金
型の内壁から下方に突出する押圧部６８（図５の符号Ｐで示すピン）の先端が接触してい
る。アイランドの先端の両側に当接する２つピンと一体と成るリード１４Ｂで、溶融樹脂
が流動して来ても、アイランド１２の上方への移動が防止される。押圧部６８は上下方向
に可動のピンであり、封止樹脂１６が注入される段階では押圧部６８の下端はアイランド
１２の上面に接触しており、封止樹脂１６が充填されて硬化される段階では押圧部６８は
上昇してアイランド１２の上面から離間する。
【００４１】
　本発明のポイントは、キャビティ３６Ａとキャビティ３６Ｂとを連通させるランナー３
８を、封止樹脂１６が供給される経路に対して傾斜するように設ける事である。
【００４２】
　具体的には、キャビティ３６Ａのエアベントとランナー３８との接続箇所（排出口）Ｐ
１は、キャビティ３６Ａの厚み方向において中央部付近に設けられている。更には、この
接続箇所Ｐ１は、半導体素子２０が実装されるアイランド１２よりも上方に設けられてい
る。それに対して、ランナー３８とキャビティ３６Ｂのゲートとの接続箇所（注入口）Ｐ
２は、接続箇所Ｐ１よりも下方に配置されており、アイランド１２と同じ高さあるいは下
方に配置されている。
【００４３】
　Ｐ１をアイランド１２よりも上方に設けることにより、注入された封止樹脂１６の圧力
によりアイランド１２が下方に移動することが抑制される。
【００４４】
　Ｐ２から入った溶融樹脂は、下金型とアイランド１２との間、およびアイランドと上金
型との間に注入されていく、ここで下金型とアイランド１２との間に入った樹脂は、アイ
ランド１２を上向かせる力が働く。しかし前述した２つのピンとリード１４Ｂで押さえて
いる。そしてアイランドと上金型との間に注入されていく溶融樹脂は、アイランド裏面が
被覆された後に、排出口Ｐ１に近づいていく。従来では、このＰ１がＰ２の高さと同程度
あるため、Ｐ１の近くでは、アイランドを下に傾かせる力が働く。（図７（Ｂ）とその説
明を参照）
　しかしながら本発明では、このＰ１を従来よりも押し上げ、溶融樹脂がアイランド１２
に力を作用させる前で、隣のキャビティ３６Ｂに射出させている。このことにより、封止
樹脂１６がアイランド１２に与える圧力が低減されて、結果的にアイランド１２の下方へ
の移動が抑制される。
【００４５】
　更にここでは、ランナー３８とキャビティ３６Ｂとの接続箇所Ｐ２を、上記したＰ１よ
りも下方（キャビティ３６Ａの厚み方向に対して端部寄り）に配置している。この様にす
ることで、ランナー３８を経由してキャビティ３６Ｂに注入される封止樹脂１６を、アイ
ランド１２の下方のスペースに優先的に供給させることができる。結果的に、アイランド
１２の下方の領域に封止樹脂１６が十分に供給されて、この領域にボイドが発生すること
が抑制される。アイランド１２の下方の空間に優先的に封止樹脂１６が充填されることで
、アイランド１２を上方に持ち上げる圧力が作用するが、アイランド１２の上面は押圧部
６８により支持されているので、この圧力によるアイランド１２の上方への移動は抑制さ
れている。以上のことにより、薄型化のためにアイランド１２とキャビティ３６Ｂの下面
との間隙を例えば４０μｍ以下に薄くしても、この間隙にボイド無く封止樹脂１６を充填
させることができる。
【００４６】
　更に本工程では、ランナー３８は、上方から下方側に向かって傾斜するように配置され
ている。従って、ランナー３８からキャビティ３６Ｂに供給される封止樹脂１６は、半導
体素子２０の下方の領域に向かって射出され、この領域に優先的に充填される。更にまた
、ランナー３８から供給される封止樹脂１６が、アイランド１２の下方に優先的に充填さ
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れることにより、アイランド１２の上方に充填される封止樹脂１６の量が抑制される。こ
のことにより、充填された封止樹脂１６によりアイランド１２が下方に押圧される圧力が
低減され、樹脂封止の工程に於けるアイランド１２の下方への移動が抑制される。
【００４７】
　尚、図６（Ｂ）、（Ｃ）の太線は、上金型と下金型のパーティング面を示す。
【００４８】
　上記工程により、各キャビティ３６Ａ－３６Ｅに封止樹脂１６を充填した後は、充填さ
れた封止樹脂１６を加熱硬化させ、金型３０からリードを取り出す。
【００４９】
　更に、また、図３に示すリードフレーム５０のタイバーをカットすることにより、各ユ
ニット５６のリード１４を、リードフレーム５０の外枠５２から分離する。
【００５０】
　図６（Ｃ）に金型から取り出された封止樹脂１６を示す。ここでは、各アイランド１２
を被覆する封止樹脂１６が、ランナー３８に充填された樹脂により連続している。そして
、ランナー３８の封止樹脂を切断することにより、各回路装置の封止樹脂１６を個別に分
離する。
【００５１】
　ランナー３８に充填された封止樹脂の分離は、プレスによる打ち抜きでも良いし、封止
樹脂１６とランナー３８との接続部分にレーザーを照射することにより行っても良い。
【００５２】
　本工程では、ランナー３８の封止樹脂を除去することにより生成された切除痕が封止樹
脂１６の外面に残る。この切除痕は左右非対称の位置にあり、紙面上にて封止樹脂１６の
左側の面に生成される切除痕は、右側の面に形成される切除痕よりも１ｍｍ程度上方に形
成される。これは、図１（Ｄ）に於いても、簡単に説明されている。
以上の工程を経て、図２に示す構成の半導体装置１０が製造される。
【実施例３】
【００５３】
　続いて図８～図１２を用いて、ＩＣに於いても適用できる事を説明していく。図８（Ａ
）は、絶縁樹脂を省略した半導体装置で、（Ｂ）は、絶縁樹脂１０６で封止したものの断
面図であり、矩形のアイランド１００と、アイランド１００の左右の側辺に一端が近接し
た夫々のリード群１０１・・・、１０１・・・と、アイランド１００の上下側辺から外方
に延在し、一体で保持する上と下の吊りリード１０２と、アイランド１００の上に固着さ
れたＩＣチップ１０３と、チップ１０３のボンディングパッド１０４とリード１０１と　
を電気的につなぐ金属細線１０５とから成り、前記リードのアウターリードに相当する部
分を除き、全てが絶縁樹脂１０６で被覆されている。ここで保持リード１０２は、２本開
示されているが少なくとも一本あれば良い。尚、本発明のポイントでもあるように、アイ
ランド１００の裏面は、絶縁樹脂１０６で被覆されている。
【００５４】
　図９は、図８で示す素子の搭載部１１１がマトリツクス状に配置されたリードフレーム
１１０を示し、全体としては短冊状を呈している。そしてスリット１１２、インデックス
孔１１３等が設けられている。更に説明すれば、上側と下側の連結条帯１１４は、図８の
保持リード１０２が一体で設けられている。よって上の第１の搭載部と下の第２の搭載部
のアイランドが一体となり、この２つのアイランドの間には、少なくとも一つの別のアイ
ランドが吊りリードで一体になっている。
【００５５】
　更にアイランドの左右に延在するリード１０１を一体で保持するタイバー１１５が、上
と下の連結条帯１１４と一体でなっている。また搭載部と左右の隣接する搭載部との間、
また上下の隣接する搭載部との間は、第２の連結条帯１１６があることにより、アイラン
ドの左右のリードフレーム、アイランド上下の保持リードが連結条帯一体で成っている。
【００５６】
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　図１０は、そのリードフレーム１１０を金型に配置したときの平面配置を示すものであ
る。これは図５（Ｂ）で説明した蛇行配置である。一例としてキャビティは、１２０Ａ～
１２０Ｃの３つを図示し、ゲート部１２１の注入口Ｐ２からキャビティ１２０Ａに入り、
排出口Ｐ１から出て行く。ここで、排出口側でアイランドの左右側辺にある（またはアイ
ランドの下側辺にある）リードＡ、Ｂ、Ｃに着目する。従来は、このリードに相当する部
分の排出口Ｐ１が、図７（Ｃ）の如くアイランドと同等の高さ、または注入口よりも下方
であるため、インナーリードの先端が下方に圧力を受けてしまう。またこの部分に接続さ
れる金属細線の変形、または破断を発生させてしまう。これは、半導体パッケージの軽薄
短小化により、リードやアイランドの厚みが薄くなっていること、金属細線も細くなって
いること、また金以外に、ＡｌまたはＣｕ等の細いワイヤが採用されている事からも顕著
に現れる。よって図６（Ｂ）に示す様なランナー構成であれば、その樹脂圧を低減させる
ことが可能となる。
【実施例４】
【００５７】
　図１１は、ＥＣＨと呼ぶパッケージで、矩形のアイランド１３０の一方の長側辺には、
アイランドと一体の複数のリード１３１があり、他方の側辺には、アイランド１３０と別
体のリード１３２が複数本設けられている。アイランドの上には、半導体チップ１３３が
固着され、インナーリード１３２と金属細線１３４を介して接続されている。そして点線
で示す絶縁樹脂１３５でアイランドの裏面も含めて封止されている。
【００５８】
　図１２は、その半導体装置に採用されるリードフレーム１４０である。点線はキャビテ
ィを示し、その中に位置するアイランド１３０、リード１３１、１３２が搭載部であり、
矢印は樹脂の流れである。これも、前実施例と同様に、インナーリード１３２の変動およ
び金属細線の変形を抑止できるものである。
【００５９】
　つまり第１のアイランド１３０Ａの左側のランナーから注入口を介してキャビティに入
り、排出口からスルーゲートを介して右隣のキャビティへと入る。
【００６０】
　ここでも排出口に近い所のインナーリードまたはアイランドは、上からの樹脂の圧力を
受け、変形されるが図６の様に、注入口よりも排出口を高くした（アイランドの高さより
も高くした）ために、その注入樹脂の圧力を軽減させることができる。
【００６１】
　尚、全ての実施例でいえることであるが、上下の関係が全て逆であっても良い。よって
以下に示す特許請求の範囲は、一方、他方の金型で表現してある。
【産業上の利用可能性】
【００６２】
スルーゲート方式でアイランドの裏面に絶縁樹脂を被覆する半導体パッケージに適用可能
である。
【符号の説明】
【００６３】
１０　　　半導体装置
１２　　　アイランド
１４，１４Ａ，１４Ｂ，１４Ｃ　　　リード
１６　　　封止樹脂
２０　　　半導体素子
２２　　　貫通孔
２４　　　金属細線
３０　　　金型
３２　　　上金型
３４　　　下金型
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３６，３６Ａ，３６Ｂ，３６Ｃ，３６Ｄ，３６Ｅ　　　キャビティ
３８　　　ランナー
４０　　　プランジャー
４２　　　ポッド
４４　　　ランナー
５０　　　リードフレーム
５２　　　外枠
５４　　　ブロック
５６、５６Ａ、５６Ｂ、５６Ｃ、５６Ｄ、５６Ｅ、５６Ｆ、５６Ｇ、５６Ｈ　　　ユニッ
ト
５８　　　タイバー

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】

【図１２】

【図１３】
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